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○ 昨年11月に区域方針、12月に国家戦略特区諮問会議において新たな規制改革事項を決定。

○ これらの内容を踏まえ、順次、必要な記載を区域計画に盛り込んだ上で、事業を推進。

区域方針、新たな規制改革事項の決定を踏まえた区域計画への位置付け（つくば市）

○ 区域方針
（令和４年11月11日 内閣総理大臣決定）

＜移動・物流＞
・ 新しいモビリティを活用した移動・物流サービス
の提供

＜都市再生・まちづくり＞
・ 先駆的な3Dデジタル基盤の構築と関連サー
ビスの提供

＜雇用・労働＞
・ 外国人研究者による創業活動の促進
・ ロボットを活用した障害者の雇用機会の拡大

＜健康・医療＞
・ データ連携等による健康・医療サービスの提供

＜行政手続＞
・ インターネット投票の実施による住民の政治参
加の促進
・ マイナンバーカードを活用した幅広い分野の行
政手続きのデジタル化

＜研究開発＞
・ 大学の土地・建物や研究機関の施設等を活
用したイノベーションの推進

＜その他＞
・ 複数分野にわたる先端的サービスを支える
データ連携基盤の整備

○ 新しいモビリティを活用した移動・物流サービスの提供

・搭乗型移動支援ロボットの歩道通行の特例として、

①保安要員なしで最高速度10km/hでの走行を可能とするための
公道実証実験の実施 【2023年早期に措置】
②車体の高さの最大値を超える機種に関する公道実証実験の実施、
高さの最大値を緩和するための所要の措置
【速やかに実証を実施し、その後半年以内目途措置】

○ 先駆的な3Dデジタル基盤の構築と関連サービスの提供

・国家戦略特区内におけるドローンの自律飛行やロボットの自動走行
等の先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するための
所要の措置 【国家戦略特区法改正案の早期提出に向けて検討】

○ 大学の土地・建物や研究機関の施設等を活用した
イノベーションの推進

・補助金等交付財産の目的外使用等を行う際の承認手続に係る
特例措置の創設 【国家戦略特区法改正案の早期提出】

○ インターネット投票の実施による住民の政治参加の促進

・技術上、運用上の具体的な課題の解決に向けた検討
【2023年度速やかに実施】

○ 外国人研究者による創業活動の促進

・起業準備活動期間の延長（６月→１年半）に関する特例
【2022年12月措置】

○ 新たな規制改革事項
（令和４年12月22日 第56回国家戦略特区諮問会議）

○ 上記以外の規制改革事項

・……

※マイナンバーについては、今国会にデジタル庁より、マイナンバー法改正案
を提出。

○ 区域計画への位置付け
（今後のスケジュール）

本年秋頃、区域計画に盛り込む

国家戦略特区WGにおいて
規制改革事項を引き続き議論

協議が整い次第、区域計画に
盛り込む

今後、速やかに必要な支援を実施
（区域計画への記載は不要）

2023年度速やかに、技術上、
運用上の具体的な課題の解決に
向けた検討を実施

今回、区域計画に盛り込み
2023年度より速やかに実施
※あわせて、コワーキングスペースなど
関連する既存の特例についても記載
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今後のスケジュール（想定）

令和５年（2023年）

３月３日 改正国家戦略特区法 閣議決定

３月16日 第１回区域会議（区域計画案の審議）

３月下旬 国家戦略特区諮問会議（区域計画案の認定）

国家戦略特区ワーキンググループにおいて規制改革事項を引き続き議論

秋頃 第２回区域会議（区域計画案の審議）

国家戦略特区諮問会議（区域計画案の認定）

※以降も、規制改革事項の検討状況を踏まえ、

区域会議の開催、区域計画の変更等を行う。
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